
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

弁
理
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
日
本
弁
理
士
会
の
会
則
の
変
更
で
あ
っ
て
経
済
産
業
大
臣
の
認

可
を
必
要
と
す
る
事
項
に
、
弁
理
士
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
。（

本
則
関
係
）

第
二

（
附
則
関
係
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


